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地 方 厚 生 ( 支 ) 局 医 療 課  

都道府県民生主管部（局） 

国民健康保険主管課（部）    御中 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課 ( 部 ) 

 

 

厚生労働省保険局医療課  

 

 

令和５年４月１日からの診療報酬上の特例措置に関する 

疑義解釈資料の送付について 

 

 

診療報酬の算定方法の一部を改正する件（令和５年厚生労働省告示第 16 号）

等については、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算、後発医薬品使

用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算、一般名処方加算及び地域支援体

制加算の取扱いについて」（令和５年１月 31 日保医発 0131 第５号）等によ

り、令和５年４月１日より実施することとしているところであるが、今般、

その取扱いに係る疑義解釈資料を別添１から別添４までのとおり取りまとめ

たので、本事務連絡を確認の上、適切に運用いただくようお願いします。  
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調－1 
 

調剤報酬点数表関係 

 

【医療情報・システム基盤整備体制充実加算】 

問１ 「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」（令和５年厚生労働省告

示第 18 号）による改正後の「特掲診療料の施設基準等」（平成 20 年厚生労

働省告示第 63 号）において、「令和５年 12 月 31 日までに療養の給付及び公

費負担医療に関する費用の請求に関する省令第１条に規定する電子情報処

理組織の使用による請求を開始する旨の届出を行っている保険薬局につい

ては、同日までの間に限り、第 15 の９の５の(1)に該当するものとみなす。」

とされたが、当該届出を行った保険薬局において、令和５年 12 月 31 日まで

に、電子情報処理組織の使用による請求が開始されていない場合について、

どのように考えればよいか。 

（答）令和５年 12 月 31 日時点で電子情報処理組織の使用による請求が開始さ

れていない場合については、届出時点で医療情報・システム基盤整備体制充

実加算の要件を満たさなかったものとして取り扱う。 

 

問２ 問１について、「電子情報処理組織の使用による請求を開始」とは、どの

ような状況を指すのか。 

（答）「保険医療機関又は保険薬局に係る光ディスク等を用いた費用の請求等に

関する取扱いについて」（平成 18 年４月 10 日 保総発第 0410 第１号（最終

改正；令和３年 12 月３日 保連発 1203 第１号））別添 電子情報処理組織等

を用いた費用の請求に関する取扱要領の別添１ 電子情報処理組織の使用に

よる費用の請求に関する届出を審査支払機関に提出していればよい。 

 

【地域支援体制加算】 

問３ 今般の地域支援体制加算に係る特例措置において、「当該薬局の存する地

域の保険医療機関又は保険薬局（同一グループの保険薬局を除く。）に対し

て在庫状況の共有、医薬品の融通などを行っていること」が施設基準として

設けられているが、どのような取組が求められているのか。 

（答） 

施設基準で求められる取組としては、後発医薬品の使用促進を図りながら、

地域の保険医療機関・保険薬局との連携の下で、薬局で必要な調剤を行うた

めの情報共有や医薬品の融通、医師との処方内容の調整など、医薬品の安定

供給に資する対応である。具体的には、地域の実情に応じて対応すべきもの

であり、例えば、次に掲げる取組が考えられるが、現下の不安定な医薬品供



 
（別添４） 

 

調－2 
 

給の状況を踏まえれば、このような取組は、自薬局の周辺地域の保険医療機

関や同一グループ以外の保険薬局と連携すべきものであり、地域における開

かれた取組であることが求められる。また、この観点から、災害時の医薬品

供給の対応のように、都道府県、保健所等の行政機関を介した情報共有等の

連携体制に参加する取組も今回の対応として有用であると考えられる。 

（例） 

・地域の薬局間での医薬品備蓄状況の共有と医薬品の融通 

・医療機関への情報提供（医薬品供給の状況、自局の在庫状況）、処方内容

の調整 

・医薬品の供給情報等に関する行政機関（都道府県、保健所等）との連携 

 

なお、特例措置は時限的なものであるが、上記のような地域における取

組を促し、それを定着させるための措置であることを踏まえると、特例措

置が終了した後でもこのような取組を継続して行うべきものであること。 

 


